
 新潟市立濁川小学校 いじめ防止基本方針 

【国の定義】：いじめ防止対策推進法より 

  「いじめ」とは「児童に対して，当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童 

と一定の人間関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン 

ターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童 

が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。 

 

 

【新潟市の基本理念】平成 29 年 4 月 1 日改定 

  いじめはどの児童にも起こりうる，深刻な人権侵害であることを認識し，児童が互い 

に認め合い，支え合い，高め合う人間関係を築くことができるよう，学校，保護者，地 

域が互いに信頼関係を構築し，それぞれの役割を自覚して，いじめのない社会の実現に 

向けて取り組む。 

 

 

１ 濁川小学校の基本理念 

   いじめは決して許されないことであるとともに，「どの子どもにも，どの学校でも起 

こり得るものである」ことを十分認識し，教職員だけでなく，すべての関係者が連携し， 

小さな兆しを見逃すことなく，未然防止と解消に当たる。 

    

２ 学校（教職員）の責務 

    基本理念にのっとり，学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組み，在籍児童に

わずかでも兆候が見られた時には，適切かつ迅速に対処する責務を有する。 

 

３ 保護者の責務 

   保護者は子の教育について第一義的責任を有するものであって，その保護する子がい

じめを行うことがないよう，当該子に対し規範意識を養うための指導に努めるものとす

る。 

   保護者は，その保護する児童がいじめを受けた場合には，適切に当該児童をいじめか

ら保護するものとする。 

 保護者は国・地方公共団体・学校設置者およびその設置する学校が講ずるいじめ防止

等の措置に協力するよう努めるものとする。 

    

４ 具体的方策 

 「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を，学校教育全体を通じて 

一人一人に徹底していく。 

 



◆ いじめの予防と早期発見，早期解決に向けた方策＝いじめ見逃し０
ゼロ

 

 （１）児童の多面的な理解と変化の早期発見・即時対応 

    校内いじめ対応ミーティング（メモ用紙）の活用推進 

いじめ初期対応ガイドブックに沿った対応 

    全教職員は全児童に積極的に関わり，児童の情報を日常的に交換し合い，多面的な

理解に努め，児童の真意に合った指導をしていくものとする。 

    児童の変化についての話題が職員室の日常会話になる，環境づくりをし，全職員で

全児童を見る体制づくりをする。 

    「いじめたかどうか」ではなく，「助けたかどうか」を厳しく問える学級づくりを

すすめていく。見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」として 

   いじめに加担しているということを認識させていく。 

    軽微な問題として,一方的な判断で処理したり,担任が個人で抱え込んだりしない

よう情報共有を常とする。いじめではないかという事案が発生した場合は，すぐに教

頭・生活指導主任に報告する。即時対応を心掛け，あらゆる立場での見取り聞き取り

を大事にして記録を残す。その後，概要を校内いじめ対応ミーティング用紙に記入し

て記録とともに生活指導主任に提出する。校内いじめ対応ミーティング用紙は教務室

前方の定位置に保管する。 

 

 （２）アンケートと教育相談を連動させた状況把握調査の実施 

日常的に児童一人一人の声に耳を傾け，より児童の目線に立った実態把握に努める。

いじめ０の数値を目指すものではなく，いじめ見逃し０を目指し，きめ細やかな対応

をするものとする。 

いじめ調査アンケート（なかよしアンケート）実施日を年間計画に明記する。実施

日に学年でチェックし，急を要する事案を把握し優先して指導を行う。その後，期間

内に教育相談を行い，気になる事案があればすぐに事態発生時の対応をとる。対処後，

「一定の解消」として継続して指導や支援，見守りを続ける。再発について心配がな

いとする期間は３ヶ月を目安とする。なかよしアンケートの用紙は，教育相談が終了

した日に担当に提出する。用紙は児童が卒業するまで保管する。 

    アセスアンケートの実施と結果分析の情報共有を行い，個々の状況把握と対応策の 

   検討に役立てる。複数回の実施で手立てによる変化を読み取る。 

 

 （３）インターネットによるいじめの防止策 

    児童や保護者に GIGA 宣言を承諾させるとともに，インターネットやスマートフォ

ン・通信型ゲーム機等の適切な利用について児童・保護者に啓発活動を行い，情報モ

ラル教育の充実に努める。 

    児童や保護者が情報ネットワークの危険性を学ぶ機会を設ける。 

 

（４）関係機関等との連携 



地域をあげて子どもを守り育てるために，学校や家庭，子どもの健全育成に関わる

関係諸団体，機関，所轄警察署等と連携し，情報交換と行動連携に努める。 

 

（５）関係校園との連携 

保育園・中学校との連携を深め，継続的な指導と個に応じた支援を充実させる。 

 

＜中学校区いじめ防止連絡協議会の開催＞ 

  学校・保護者・地域の代表等が連携して児童・生徒の実態といじめ防止への取組 

 について情報交換を行い，地域全体で児童・生徒をいじめから守る取組の充実を図 

 る。 

  小・中校長・教頭・教務主任・生活指導主任・スクールカウンセラー・PTA 役員・ 

 青少年育成協議会・コミュニティー協議会・民生委員会懇談会・社会教育推進委員会 

 防犯組合等のメンバーによって協議する。 

  協議会は年２回以上開催し，児童・生徒の様子を共有するとともに，地域での見守 

 り体制を点検していく。 

 

       子どもたちと過ごす時間を大事にし，変化に気付き，児童・生徒の抱える 

悩みや，人間関係トラブル等を早期に発見し，速やかに対応することに 

より，学校と家庭・地域が連携して解決を支援していく。 

 

＜いじめを生まない・見逃さない・許さない・みんなで立ち向かう学校をつくる＞ 

                     ◆はり合いのある学校生活 

                     ◆一緒に学ぶことが楽しい学級 

                     ◆授業が分かる・授業で生かされる自分 

                     ◆地域の役に立つことができる自分 

                             生活習慣の安定 

                     ◆家庭での安定 精神的な安定 

                             健康面での安定 

 

 

◆ いじめ発生時の対策 

  レベル中・高の事案が発生した場合は即時，いじめ対策特設委員会を設置し，迅速 

かつ丁寧な指導を行うものとする。 

 問題が確かに解決したかを判断するために定期的に経過観察を行い，確実な終結を 

図るものとする。 

 委員会は，校長を委員長，教頭を副委員長とし，生活指導主任を主任とする。 

構成員は特設委員長と主任の指示のもと，必要な職員がこれにあたる。 
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 ＜事態発生時の対応＞ 

 

  子ども   保護者   地域   その他 

 

  気付き・情報      聞き取り・情報確認 

                    対策情報 

          学校職員 

             スクールカウンセラー 

  事実・状況報告                 

                          

      管 理 職 

 

  

 

特設委員会設置指示    客観的な事実関係報告   継続指導 

  調査・対策検討     事案改善策の提案・指示  見守り支援 

   

いじめ対策特設委員会（校長・教頭・生活指導主任 必要職員） 

  ＊状況に応じ警察・区役所 児童福祉係・学校医等が参加 

 

報告・支援要請            指導・支援 

北区教育支援センター ・新潟市教育委員会学校支援課 
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   このサイクルを日常的

に滑らかに回し， 

いじめの芽になる可能性を 

見逃すことなく確実に手立て 

を講じていく。 
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